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第
五
十
一
条
の
次
に
次
の
二
十
六
条
を
加
え
る
。

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
五
十
一
条
の
二

法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

路
線
又
は
運
送
の
区
域
（
過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
あ
つ
て
は
、
運
送
の
区
域
）

二

事
務
所
の
名
称
及
び
位
置

三

事
務
所
ご
と
に
配
置
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
数
及
び
そ
の
種
類
ご
と
の
数

（
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

第
五
十
一
条
の
三

法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記

事
項
証
明
書
並
び
に
役
員
の
名
簿

二

路
線
を
定
め
て
行
う
市
町
村
運
営
有
償
運
送
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
路
線
図

三

法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
を
証
す
る
書
類

四

市
町
村
運
営
有
償
運
送
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
地
域
公
共
交
通
会
議
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て

い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
五
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る

運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
に
つ
い
て
の
使
用
権
原
を
証
す
る
書
類

七

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
運
転
者
が
、
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て
い

る
こ
と
を
証
す
る
書
類

八

福
祉
自
動
車
（
第
四
十
九
条
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
移
動
の
た
め
の
車
い
す
そ
の
他
の
用
具

を
使
用
し
た
ま
ま
車
内
に
乗
り
込
む
こ
と
を
可
能
と
す
る
乗
降
補
助
装
置
そ
の
他
の
装
置
を
有
す
る
自
動
車
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
自
動
車
を
使
用
し
て
福
祉
有
償
運
送
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
自
家
用

有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
運
転
者
そ
の
他
の
乗
務
員
が
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え

て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

九

第
五
十
一
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
運
行
管
理
の
責
任
者
及
び
運
行
管
理
の
体
制
を
記
載
し
た
書
類

十

第
五
十
一
条
の
二
十
に
規
定
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
整
備
管
理
の
責
任
者
及
び
整
備
管
理
の

体
制
を
記
載
し
た
書
類

十
一

第
五
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
係
る
責
任
者
及
び
連
絡
体

制
を
記
載
し
た
書
類

十
二

第
五
十
一
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
運
行
に
よ
り
生
じ
た
旅
客
そ
の
他

の
者
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
三

過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
あ
つ
て
は
、
運
送
し
よ
う
と
す
る
旅
客
の
名
簿

（
運
営
協
議
会
の
構
成
員
等
）

第
五
十
一
条
の
八

運
営
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
構
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一

運
営
協
議
会
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
の
長

二

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
そ
の
組
織
す
る
団
体

三

住
民
又
は
旅
客

四

地
方
運
輸
局
長

五

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
が
組
織
す
る
団
体

六

運
営
協
議
会
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
お
い
て
現
に
過
疎
地
有
償

運
送
又
は
福
祉
有
償
運
送
を
行
つ
て
い
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等

２

運
営
協
議
会
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に

掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
運
営
協
議
会
に
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
運
営
協
議
会
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら

れ
る
者
を
構
成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

運
営
協
議
会
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申

請
に
係
る
過
疎
地
有
償
運
送
又
は
福
祉
有
償
運
送
に
つ
い
て
運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
当

該
申
請
者
の
意
見
を
聴
取
す
る
も
の
と
す
る
。

（
輸
送
の
安
全
及
び
旅
客
の
利
便
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
五
十
一
条
の
九

法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
第
六
号
の
輸
送
の
安
全
及
び
旅
客
の
利
便
の
確
保
の
た
め
に
必
要

な
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

福
祉
有
償
運
送
の
用
に
供
す
る
福
祉
自
動
車
そ
の
他
の
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
別
に
応
じ
て
必
要
な
自

動
車
の
保
有

二

第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
者
及
び
福
祉
自
動
車
以
外
の
自
動
車
を
使
用
し
て
福
祉
有
償

運
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
運
転
者
そ
の
他
の
乗
務
員
の
確
保

三

第
五
十
一
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
運
行
管
理
の
責
任
者
の
選
任
そ
の
他
運
行
管
理
の
体
制
の
整
備

四

第
五
十
一
条
の
二
十
に
規
定
す
る
整
備
管
理
の
責
任
者
の
選
任
そ
の
他
整
備
管
理
の
体
制
の
整
備

五

第
五
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
係
る
責
任
者
の
選
任
そ
の
他

連
絡
体
制
の
整
備

六

第
五
十
一
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
運
行
に
よ
り
生
じ
た
旅
客
そ
の
他
の

者
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
措
置

（
運
送
の
区
域
）

第
五
十
一
条
の
四

法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
運
送
の
区
域
は
、
地
域
公
共
交
通
会
議
又
は
第
五
十
一

条
の
七
に
規
定
す
る
運
営
協
議
会
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
す
る
区
域
の
う
ち
、
当
該

地
域
公
共
交
通
会
議
又
は
運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
市
町
村
を
単
位
と
す
る
区
域
と
す

る
。

２

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
は
、発
地
及
び
着
地
の
い
ず
れ
も
が
そ
の
運
送
の
区
域
外
に
存
す
る
旅
客
の
運
送（
路

線
を
定
め
て
行
う
も
の
を
除
く
。）を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
登
録
簿
）

第
五
十
一
条
の
五

法
第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
の
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
登
録
簿
（
以
下「
登
録
簿
」と
い
う
。）

は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
証
）

第
五
十
一
条
の
六

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
の
登
録
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
登
録
証
（
以
下
「
登
録
証
」
と
い
う
。）を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

登
録
の
有
効
期
間

三

名
称
及
び
住
所

四

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
別

五

路
線
又
は
運
送
の
区
域

（
法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
合
意
し
て
い
な
い
と
き
）

第
五
十
一
条
の
七

法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
合
意
し
て
い
な
い
と
き
と
は
、
市
町
村
運
営
有
償
運
送

に
あ
つ
て
は
法
第
七
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
に
係
る
当
該
運
送
に
つ
い
て
地
域
公
共
交
通
会
議

に
お
い
て
、
過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
あ
つ
て
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
に
係
る
当
該

運
送
に
つ
い
て
運
営
協
議
会
（
地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
旅
客
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
過
疎
地
有
償

運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
関
す
る
協
議
を
行
う
た
め
に
一
又
は
複
数
の
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
が
主
宰

す
る
協
議
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て
い
な
い
と
き
と
す
る
。

（
有
効
期
間
の
更
新
の
登
録
）

第
五
十
一
条
の
十

法
第
七
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
効
期
間
の
更
新
の
登
録
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
更
新
登
録
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

登
録
番
号

三

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
別

四

第
五
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
事
項

五

運
送
し
よ
う
と
す
る
旅
客
の
範
囲
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